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保
育
に
要
す
る
費
用
は
、
法
第
五
十
一
条
に
よ
り
、
市
町
村
長
が
入
所
措
置
を
と
つ
た
場
合
、
入
所
に
要
す
る

費
用
、
入
所
後
の
保
護
に
つ
き
最
低
基
準
（
法
第
四
十
五
条
）
を
維
持
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
、
即
ち
、

（一）

措
置

児
童
の
一
般
生
活
費
、

（二）

人
件
費
、

（三）

管
理
費
を
保
育
単
価
（
措
置
児
童
一
人
当
た
り
月
額
単
価
）
と
し
て
定
め
、

こ
れ
に
各
月
初
日
の
在
籍
児
童
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
弁
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

国
庫
負
担
は
、
法
第
五
十
三
条
に
、
地
方
公
共
団
体
の
支
弁
す
る
費
用
に
対
し
政
令
の
定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り
、
そ
の
「
十
分
の
八
」
を
負
担
す
る
と
し
て
い
る
。 

保
育
所
は
、
児
童
福
祉
法
（
第
七
条
、
第
三
十
九
条
）
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
と
し
て
保
育
に
欠
け
る
乳
幼
児
に

関
し
、
市
町
村
長
の
入
所
措
置
（
法
第
二
十
四
条
）
に
基
づ
き
必
要
な
保
育
が
行
わ
れ
る
所
で
あ
る
。 

然
る
に
、「
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
並
び
に
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
児
童
福
祉
法
の 

 
保
育
所
国
庫
負
担
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

お
け
る
暫
定
措
置
と
す
る
」
旨
確
認
さ
れ
た
。 

と
、
法
第
五
十
五
条
中
「
十
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
一
・
五
」
と
改
正
さ
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
五
十
九
年
十

二
月
二
十
二
日
付
を
も
つ
て
大
蔵
・
自
治
・
厚
生
三
大
臣
の
覚
書
に
よ
り

、「

こ

の

措

置

は
、
昭
和
六
十
年
度
に 

そ
の
理
由
は
、
国
の
責
任
分
担
と
し
て
国
庫
負
担
制
度
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
法
第
五
十
六
条
第
一

項
に
よ
り
市
町
村
長
が
支
弁
し
た
措
置
に
伴
う
費
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
徴
収
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
施
行
規
則
第
四
十
八
条
）
。
も
し
納
付
し
な
い
と
き
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
処
分
す 

昭
和
六
十
一
年
度
予
算
編
成
期
を
控
え
、
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
政
府
の
補
助
金
問
題
検
討
会
に
お
い
て
、
保

育
所
に
つ
い
て
は
補
助
率
「
十
分
の
八
」
を
「
十
分
の
五
」
程
度
ま
で
引
き
下
げ
る
こ
と
を
検
討
さ
れ
て
い
る
と
あ
り

ま
す
が
、
保
育
所
に
対
す
る
補
助
金
は
、
市
町
村
の
支
弁
額
に
対
す
る
国
庫
負
担
を
他
の
一
般
高
率
補
助
と
同
列

に
取
り
扱
う
こ
と
は
不
公
平
で
あ
り
ま
す
。 

一
部
改
正
に
よ
り
、
昭
和
六
十
年
度
適
用
に
限
り
、
法
第
五
十
三
条
中
の
「
十
分
の
八
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
七
」 
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従
つ
て
、
国
庫
負
担
は
現
行
「
十
分
の
八
」
が
「
十
分
の
四
」
の
交
付
と
な
つ
て
お
り
、
昭
和
六
十
年
度
は
「
十
分

の
三
・
五
」
の
交
付
額
と
な
る
の
で
あ
る
。
五
割
以
上
の
一
般
高
率
補
助
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。 

国
は
、
そ
の
年
度
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
支
弁
総
額
か
ら
徴
収
金
総
額
を
控
除
し
た
額
を
基
本

額
（
精
算
額
）
と
し
て
、
そ
の
基
本
額
（
精
算
額
）
の
「
十
分
の
八
」
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
（
施
行

令
第
十
四
条
、
第
十
七
条
第
三
項
）
。 

故
に
、
こ
の
よ
う
な
引
下
げ
措
置
は
保
育
事
業
を
根
底
か
ら
崩
壊
さ
す
も
の
で
あ
り
、
乳
幼
児
の
健
全
育
成
が
大 

も
し
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
十
分
の
八
」
を
「
十
分
の
五
」
と
す
る
な
ら
ば
、
国
庫
負
担
は
「
十
分
の
二
・
五
」
と
な
る
。 

る
（
法
第
五
十
六
条
第
七
項
、
国
税
徴
収
法
第
四
十
七
条
）
と
な
つ
て
い
る
。 

「
国
の
定
め
る
保
育
単
価
に
よ
る
支
弁
額
に
対
し
、
同
じ
く
徴
収
金
基
準
額
表
に
よ
る
徴
収
金
（
保
育
料
）
の

徴
収
率
は
、
昭
和
五
十
九
年
度
四
九
・
五
二
％
、
六
十
年
四
月
、
五
月
は
五
〇
・
五
七
％
、
五
〇
・
八
七
％

を
示
し
て
い
る
。
従
つ
て
、
保
護
者
負
担
は
支
弁
額
の
約
半
分
を
占
め
て
い
る
」 

五 

 



 

 

六 
幅
に
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
到
底
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

保
育
所
に
対
す
る
国
庫
負
担
は
、
他
の
一
般
高
率
補
助
金
と
は
別
扱
い
と
し
、
本
法
に
よ
る
「
十
分
の
八
」
を

確
保
す
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


